
館山法人会報
  TATEYAMA　HO-JIN　KAIHOU　

法人会の基本的指針
法人会は
よき経営者をめざすものの団体として
会員の積極的な自己啓発を支援し
納税意識の向上と
企業経営および社会の
健全な発展に貢献します。

消費税転嫁対策特別措置法が成立 第41回通常総会・表彰式
税務署からのお知らせ・復興特別法人税制度 館山税務懇話会特別例会
館山税務署の人事異動　署長あいさつ・新幹部紹介
人を理解できなければ、人から理解されない
平成26年度税制改正要望 理事会・委員会・部会の動き
今後の事業実施予定 印紙税の非課税範囲が拡大されました
言葉ひとつで人生が変わる
研究進む夢の車社会・高速道路で自動運転も
健康コーナー「大人の食物アレルギーについて」 文芸

このシール
を切り取り決算書の別表右下欄に貼付して

主 な 内 容
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日本で唯一、料理の祖神を祀る
高家神社（たかべ神社）の包丁式
祭りの当日は、陶器市や古代米の大福や切り餅をはじめ
地元の農産加工品、特産品の販売も行われ賑わいました。

四條流石井派　新穀感謝祭で

地元「たかべ包丁会」　梅見会で

祭　礼
 5月17日　春の例大祭・包丁式奉納（大漁祈願祭）
10月17日　秋の例大祭・包丁式奉納（旧神嘗祭）
11月23日　新穀感謝祭・包丁式奉納（旧新嘗祭）
毎月17日　月次祭・包丁供養祭

（公社）館山法人会員証

公益社団法人
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めざします　企業の繁栄と社会への貢献

平成25年度

第
四
十
一
回
通
常
総
会

熱弁　小倉先生

役
員
改
選

記
念
講
演

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選

　
　
　

平
田
会
長
・
副
会
長
ら
再
任

公
益
社
団
法
人
へ
の
移
行
を
報
告

記
念
講
演
は
社
会
貢
献
事
業
と
し
て

一
般
住
民
も
聴
講

演
題
は

　
　
「
ど
う
な
る
！　

今
後
の
日
本
の

　
　
　
　
　

政
治
と
経
済　

そ
し
て
国
際
情
勢
」

　
　

講
師
は　

㈲
実
践
総
合
研
究
所
代
表
取
締
役

　
　

小
倉　

徳
彦 
氏

総会　平田会長あいさつ
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感
謝
状
・
表
彰
状
の
贈
呈

表
　
彰
　
式
退
任
役
員
・
会
員
増
強
・
優
良
職
員

八
名
に
感
謝
状
・
表
彰
状

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

全
法
連
会
長
表
彰

県
法
連
会
長
表
彰

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す
﹇
お
問
い
合
わ
せ
は
電
話・F
A
X
で
﹈

新
事
業
承
継
税
制

〜
ド
ラ
マ
で
見
る
内
容
と
手
続
き
〜（
D
V
D
２４
分
）

〜
ド
ラ
マ
で
見
る
内
容
と
手
続
き
〜（
D
V
D
２４
分
）

わ
か
り
や
す
く
ド
ラ
マ
仕
立
て
で
解
説

わ
か
り
や
す
く
ド
ラ
マ
仕
立
て
で
解
説
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◎ 　平成 23 年 12 月 2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必
要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。
　 　これに伴い、法人は原則として、平成 24 年 4月1日から平成 27年 3月 31日までの期間内に
最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3 年を経過する日までの期間内の日の属する事業
年度（課税事業年度）について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、
復興特別法人税申告書を提出しなければなりません。

　各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額と
されており、法人税申告書別表ー（一）を使用する法人の場合、基準法人税額は、次の算式により
計算した金額となります。

　なお、上記の課税事業年度であっても、課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興
特別法人税申告書を提出する必要はありません。
　また、復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除することとされていますが、控除し
きれない復興特別所得税の額がある場合には、復興特別法人税申告書を提出することにより、還付
を受けることができます。

復興特別法人税のあらましにつきましては、国税庁ホームページ (www.nta.go.jp) に掲載
されております。ぜひご覧ください。
（掲載場所）「国税庁ホームページ」→「税について調べる」→「パンフレット・手引き」
→「法人税関係」→「復興特別法人税のあらまし」

館山税務署からのお知らせ

復興特別法人税制度の創設に伴い、原則として平成 24 年 4月1日
から 3 年以内に開始する事業年度について、課税標準法人税額があ
る揚合には、復興特別法人税申告書を提出する必要があります。

《課税事業年度のイメージ図》

《算式》

※ 平成 24 年 4月1日から平成 27年 3月 31日までの間に設立した法人や、同期間に事業年度を変更した法人等につきま
しては、特例があります。
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７
月
の
定
期
人
事
異
動
に
伴
う

館
山
税
務
署
の
幹
部
職
員
を
迎
え

て
の
歓
迎
行
事
、
館
山
税
務
懇
話

会
（
平
田
哲
平
会
長
）
特
別
例
会

が
、
７
月
23
日
館
山
市
内
の
レ
ス

ト
ラ
ン
芳
喜喜
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
顧
問
の
金
丸
館
山
市

長
、
白
石
鋸
南
町
長
を
は
じ
め
、

県
・
市
幹
部
、
懇
話
会
役
員
ら
関

係
者
約
１
０
０
名
が
出
席
し
、
懇

親
を
深
め
な
が
ら
納
税
推
進
へ

の
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

主
催
者
を
代
表
し
て
平
田
会

長
が
、「
懇
話
会
設
立
の
目
的
で

あ
る
納
税
思
想
の
高
揚
を
図
る

た
め
、
本
年
度
も
税
を
考
え
る
週

間
行
事
の
中
で
納
税
表
彰
式
の

実
施
や
税
啓
発
な
ど
積
極
的
な

事
業
展
開
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
引
き
続
き
厳
し
い
経
済
環

境
だ
が
、
一
昨
日
の
参
議
院
議
員

選
挙
で
圧
勝
し
た
与
党
陣
営
に

は
、
公
約
ど
お
り
国
の
安
全
保

障
と
と
も
に
、
中
小
企
業
や
地

方
に
広
く
及
ぶ
景

気
回
復
を
期
待
す

る
。
私
共
も
自
ら

研
さ
ん
に
努
め
る

と
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
団
体
に
お

い
て
、
国
へ
意
見

具
申
や
要
望
し
な

が
ら
こ
の
難
局
を

乗
り
切
っ
て
ま
い

り
た
い
。
税
務
署

館
山
税
務
署
七
月
の
人
事
異
動

椎
谷
署
長
ら
主
要
幹
部
留
任

　
　
　
　
納
税
推
進
へ
協
力
体
制

　
　
　
　
　
　
　
　
館
山
税
務
懇
話
会
歓
迎
行
事
開
催

館山税務懇話会
＝納税協力10団体＝

公益社団法人館山法人会 平 田 哲 平

社団法人館山青色申告会 髙 木 一 康

千葉県税理士会館山支部 外 谷 勝 視

館 山 間 税 会 宮 沢 治 海

館山税務署管内納税貯蓄
組合連合会 鈴 木 亮 二

千葉県酒造組合安房支部 亀 田 雄 司

館 山 商 工 会 議 所 高 橋 弘 之

安房郡市商工会長協議会 川 名 浩 司

館 山 小 売 酒 販 組 合 今 井 義 明

千葉県卸酒販組合安房支部 川 名 光 俊

署
長
あ
い
さ
つ館山税務署長

新
体
制
で
適
正
・
公
平
な
税
務
行
政
を
推
進

幹
部
の
皆
さ
ん
に
は
地
域
の
実

情
を
理
解
の
う
え
、
ご
指
導
願
い

た
い
」
と
挨
拶
。

　

続
い
て
椎
谷
新
署
長
が
、
公
平

な
課
税
に
心
が
け
る
と
と
も
に
、

税
務
行
政
の
よ
き
理
解
者
と
し
て

懇
話
会
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。

　

次
い
で
新
陣
容
の
税
務
署
幹

部
の
紹
介
が
あ
り
、
金
丸
館
山
市

長
の
乾
杯
の
音
頭
で
懇
親
会
へ

と
移
り
ま
し
た
。
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離
任
の
あ
い
さ
つ

前館山税務署
審理担当
調査官

館山署
新体制
プロフィール
①前任部署
②出身地　③趣味

署　長

①
留
任

②
東
京
都

③
運
動
全
般

①
局 

徴
収
部 

徴
収
課

②
福
岡
県

③
軽
い
運
動

徴収部門
統括官

①
留
任

②
埼
玉
県

③
ド
ラ
イ
ブ
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ

法人課税第１部門
統括官

①
館
山 

管
運
２ 

上
席

②
千
葉
県

③
水
泳

管理運営第２部門
統括官

①
板
橋 

資
産
３ 

統
括
官

②
北
海
道

③
音
楽
・
散
歩

資産課税部門
統括官

①
留
任

②
鹿
児
島
県

③
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と 総務課長

①
留
任

②
東
京
都

③
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

個人課税第１部門
統括官

①
緑 

法
人
３ 

上
席

②
神
奈
川
県

③
サ
イ
ク
リ
ン
グ
・
テ
ニ
ス

法人課税第２部門
統括官

①
留
任

②
長
野
県

③
自
宅
の
整
理
整
頓

管理運営第１部門
統括官

①
四
谷 

個
人
２ 
上
席

②
東
京
都

③
テ
ニ
ス

個人課税第２部門
統括官

①
留
任

②
千
葉
県

③
マ
ラ
ソ
ン
・
ド
ラ
イ
ブ 法人課税第１部門

調査官（審理担当）
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消
極
的
な

　「
さ
と
り
世
代
」
へ
の
対
応
は

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

海　

部　

隆
太
郎
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平成26年度

税
制
改
正
要
望

各
単
位
会
か
ら
県
連
を
通
じ
て
全
法
連
へ

全
法
連
が「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」と
し
て
ま
と
め
、

法
人
会
全
国
大
会
で
主
旨
説
明
を
し
た
後
、

関
係
機
関
へ
要
望
活
動
を
行
い
ま
す
。

全
法
連
税
制
・
税
務
小
委
員
会
で

　
　
　
　
　
　

ま
と
め
て
い
る
提
言
の
骨
子

提
言
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

要
望
先
（
前
年
実
績
）

　

自
民
党　
　
　
　

国
会
議
員

　

民
主
党　
　
　
　

県
知
事

　

公
明
党　
　
　
　

県
議
会
議
長

　

財
務
省　
　
　
　

市
町
村
長

　

経
済
産
業
省　
　

市
町
村
議
会
議
長

　　平成26年度　税制改正要望事項（館山法人会）

（
検
討
し
て
い
る
大
項
目
は
次
の
と
お
り
）

　

１　

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
と
今
後
の
あ
り
方

　

２　

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

　

３　

財
政
健
全
化
に
向
け
て

　

４　

行
政
改
革
の
徹
底

　

５　

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

　

６　

共
通
番
号
制
度
に
つ
い
て

基
本
的
な
課
題

（
検
討
し
て
い
る
大
項
目
は
次
の
と
お
り
）

　

１　

法
人
税
率
の
引
き
下
げ

　

２　

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　

３　

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策
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総
会
提
出
議
案
審
議

役
員
改
選
協
議

二
十
六
年
度

税
制
改
正
要
望
取
り
ま
と
め

理 

事 

会

総
務
委
員
会

税
制
委
員
会

第 1回理事会　4月 23日

第 1回税制委員会　5月 13日第 1回広報委員会　7月 23日

会
報
編
集
会
議

福
利
厚
生
推
進
会
議

役
員
改
選

　
　
村
井
智
博
部
会
長
退
任

後
任
に
日
暮
　
靖
氏
選
出

広
報
委
員
会

厚
生
委
員
会

青
年
部
会
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第 34回定期総会　5月 8日

第 26回定期総会　5月 9日

社
会
貢
献
活
動

　
　
中
核
と
し
て
活
動

役
員
改
選
　
清
宮
部
会
長
再
任

女
性
部
会

女性部会で披露　地元「たかべ包丁会」

二
十
五
年
度
事
業
計
画
等
審
議

　
　
源
泉
徴
収
事
務
に
つ
い
て

研
修
会
を
実
施

源
泉
研
究
部
会

第 38回定期総会　5月 9日
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優
良
申
告
法
人
表
敬

株
式
会
社
　
吉
田
屋

代
表
者
　
代
表
取
締
役　

武
田　

将
次
郎

事
業
内
容
　
旅
館
業

本

社
　
鴨
川
市
西
町

事
業
所　

和
風
旅
館
「
鴨
川
館
」

　
　
　
　
　

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ヴ
ィ
ラ
「
別
邸
ラ
・
松
廬
」

　
　
　
　
　

日
帰
り
入
浴
施
設
「
鴨
川
ト
ロ
ン
保
健
セ
ン
タ
ー
」

資
本
金
　
９
，
０
０
０
万
円

従
業
員
　
１
７
０
名

有
限
会
社
　
三
平
商
会

代
表
者
　
代
表
取
締
役　

三
平　

真
司

事
業
内
容
　
各
種
新
車
・
中
古
車
販
売
・
車
検
整
備
・

　
　
　
　
　

板
金
塗
装
・
損
害
保
険
・
生
命
保
険
・

　
　
　
　
　

カ
ー
リ
ー
ス
・
エ
ヌ
テ
ィ
テ
ィ
ド
コ
モ
館
山
店

本

社
　
館
山
市
安
布
里

営
業
所　

鋸
南
営
業
所

資
本
金　

４
８
０
万
円

従
業
員
　
42
人

役
員
改
選

　
角
田
真
一
郎
部
会
長
再
任

医
療
部
会

定期総会　5月 30日
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今 後 の 事 業 実 施 予定
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｢領収証｣等に係る印紙税の
非課税範囲が拡大されました
（平成26 年４月１日以降作成されるものに適用されます）

館山税務署からのお知らせ

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成 26 年４月１日以
降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

○ 　還付を受けるための手続など、印紙税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄り
の税務署（電話相談センター）へお尋ねください。
○ 　国税庁ホームページでは税に関する情報等を提供しています。税に関する質問についてはタッ
クス・アンサー（よくある税の質問）もご利用ください。

【 国税庁ホームページ www.nta.go.jp 】

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
　現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が３万円未満のも
のが非課税とされていますが、平成 26 年４月１日以降に作成されるものについては、受取
金額が５万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

　「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を
証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
　したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又
は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」など
と記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は
有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取
書に該当します。

（ 注 ）１ 　印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄
税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けること
により印紙税の還付を受けることができます。

　　　　 　「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受
けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を
貼る際には誤りのないようご注意ください。

　 　２  消費税及び地方消費税の金額（以下「消費税額等」といいます。）が区分記載され
ている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあ
たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は
「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

「金銭又は有価証券の受取書」とは
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「どうせ自分なんて…」と繰り返すＡさん

否定語とは縁を切りましょう

日々、肯定語を話せば人は変わります

言葉ひとつで人生が変わる！
産業カウンセラー　柏木勇一
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快適ドライブを実現

追突事故減少にも実績

研究進む夢のクルマ社会
～高速道路で自動運転も～ 産経新聞科学部記者　伊藤壽一郎
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子
供
の
３
大
原
因
食
は
、

栄
養
い
っ
ぱ
い
の
卵
、
牛
乳
、
小
麦

近
年
は
果
物
を
食
べ
て

発
症
す
る
大
人
が
増
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と
か

大
人
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て

医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

大　

谷　

克　

弥
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「
日
本
書
紀
」
の
第
一
二
代
景
光
天
皇
五
三
年
冬
一
〇
月
の
条
に
は
じ
ま
る
高
家
神
社
の
由
来
に
つ
い
て
は
、

小
欄
で
は
と
て
も
説
明
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
か
ら
お
お
よ
そ
一
一
〇
〇
年
余
り
昔
、
料
理
に
造
詣

の
深
い
、時
の
五
八
代
光
孝
天
皇
（
平
安
時
代
）
の
命
に
よ
り
後
世
に
伝
え
た
の
が
四
条
流
の
「
包
丁
儀
式
」
で
、

朝
廷
を
は
じ
め
、
貴
族
社
会
の
人
々
に
よ
り
、
宮
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

烏
帽
子
、
直
垂
を
ま
と
い
包
丁
と
ま
な
箸
を
用
い
、
一
切
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、
鯉
、
真
鯛
、
真
魚
鰹
な

ど
を
調
理
し
ま
す
。
古
式
に
則
っ
た
所
作
と
そ
の
包
丁
さ
ば
き
、
熟
練
の
技
。
日
本
料
理
の
伝
統
を
今
に
伝
え

る
厳
粛
な
儀
式
で
す
。

　

地
域
ぐ
る
み
で
早
春
の
花
畑
と
古
き
良
き
農
村
・
海
女
文
化
の
再
生
を
め
ざ
し
て
い
る
地
元
千
倉
町
で
は
、

旅
館
・
民
宿
の
経
営
者
が
中
心
と
な
り
、「
た
か
べ
庖
丁
会
」
を
組
織
し
、
世
界
に
誇
る
包
丁
式
の
伝
統
文
化
の

継
承
を
始
め
と
し
て
、
所
作
・
礼
法
と
い
っ
た
伝
統
儀
式
を
担
う
次
世
代
の
育
成
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
一
見
に
値
し
ま
す
。

　
　

〒
２
９
５-

０
０
１
２　

南
房
総
市
千
倉
町
南
朝
夷
１
６
４

　
　

℡
０
４
７
０
‐
４
４-

５
６
２
５
（
社
務
所
）

を
り
を
り
の
月

疲
れ
た
る
身
を
養
は
む
と
す
る
窓
に
琥
珀
の
玉
の
ご
と
き
月
照
る

リ
ハ
ビ
リ
の
終
り
帰
れ
る
中
天
に
月
の
浮
が
び
て
長
庚
光
る

ほ
そ
く
細
く
月
懸
か
り
た
り
病
室
の
ベ
ッ
ド
に
我
は
夫
を
思
へ
り

ト
ン
ネ
ル
を
ぬ
け
て
明
る
き
浜
の
辺
に
風
力
発
電
の
プ
ロ
ペ
ラ
光
る

企
業
戦
士
夫
な
り
き
今
は
肩
書
き
も
名
刺
も
捨
て
て
吾あ

の
み
部
下
と
す

ゼ
ラ
ニ
ウ
ム

海
沿
ひ
の
ま
ち
に
住
み
つ
つ
朝
夕
の
海
知
ら
ず
し
て
き
み
の
歌
読
む

し
げ
り
た
る
葉
の
香
り
た
つ
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
一
葉
を
も
め
ば
一
瞬
す
ず
し

髪
長
く
爪
い
ろ
ど
れ
る
を
み
な
な
り
一
つ
の
ボ
ー
ル
追
ひ
て
奪
ひ
つ

つ
る
の
び
て
先
々
に
咲
く
の
う
ぜ
ん
花
ゆ
れ
て
流
る
る
風
は
熱
帯
ぶ

鷹
女
か
ら
蕪
村
に
こ
の
み
変
り
し
と
ふ
君
に
や
う
や
く
老
い
の
き
ざ
す
か

【
表
紙
】
日
本
で
唯
一
、
料
理
の
祖
神
を
祀
る

　
　
　
　

高
家
神
社
（
た
か
べ
じ
ん
じ
ゃ
）
の
包
丁
式　

―
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り


